
資料４－２ 

第９期 島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画について 

 

 

１ 「島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画」とは 

   ➡ ３年間を計画の１サイクルとし、次の①②の内容を包含した計画。 

     第９期は令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度）が計画期間。 

 

① 保健福祉計画 

   … 老人福祉法第２０条の８に基づき、本町のすべての高齢者を対象として策定する計画。

本町の高齢者福祉事業（高齢者福祉サービス）の内容・量などに関して定めています。

なお、本町の計画では高齢者の健康づくりなど、高齢者福祉・介護保険と一体的に取り

組む必要がある高齢者の保健事業も含んだ内容となっています。 

 

② 介護保険事業計画 

   … 介護保険法第１１７条に基づき、介護保険サービスや地域支援事業を円滑に実施する

ために策定する計画。圏域の設定、介護保険サービスや地域支援事業の内容・量・提供

体制・それにかかる費用などに関して定めています。 

 

 

２ 第９期計画策定におけるスケジュール（案） 

年度 時期 内容 

R4 令和４年１１月 

～令和５年３月 

●アンケート調査：「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」・

「在宅介護実態調査」の実施 

※１１月～１月：準備、２月～３月：配布・回収 

R5 令和５年４月～ ●アンケート調査票の集計・分析 

●介護保険のサービス給付や地域支援事業の実績分析 

●人口など計画策定のために必要なデータの推計作成 

令和５年８月～ ●計画骨子案の検討 

令和５年９月～ 

 

●サービス見込量・事業量の推計 

●保険料の仮算出 

●計画案・サービス見込量の策定・提示 

令和５年１２月 

～令和６年１月 

●計画案のパブリックコメント実施 

令和６年１月～ ●パブリックコメントの確認 

●最終案の作成・提示 

令和６年３月 ●島本町介護保険条例の改正 

R6 令和６年４月～ 第９期計画スタート 

  ※第７期・第８期のスケジュールを参考に作成。但し、国の動向等により変更が生じる場合

があります。 
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３ アンケート調査について 

  ➡ 介護保険法では、市町村は介護保険事業計画を作成する際は、日常生活圏域ごとにおけ

る被保険者の心身の状況、そのおかれている環境その他の事情を正確に把握した上で、こ

れらの事情を勘案して計画作成するように努めることとされています。 

    この把握のために次の①②のアンケート調査を実施（※第８期計画の調査は令和２年２

月１７日から令和２年３月１３日の期間で実施）。 

 

 ①介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

目  的 

・要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況を把握するこ

とで、地域診断に活用し、地域の抱える課題を特定すること 

・介護予防・日常生活支援総合事業の評価に活用すること 

調査対象 

調査手法 

・要介護１～５以外の高齢者 

・郵送による実施 

調査項目 

調査項目は国から基本的なものがしめされている 

➡「資料４－３」…必須項目３５問、オプション項目２９問 

※上記以外にも市町村で独自に項目を追加することは可能 

 ➡第８期計画策定時に実施したニーズ調査での島本町独自項目は

「資料４－４」参照 

 

②在宅介護実態調査 

目  的 

・介護離職を防止する観点から、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と

「家族等介護者の就労継続」の実現に向けた介護サービスの在り方

を検討すること 

調査対象 

調査手法 

・主に在宅で要支援・要介護認定を受けている方 

・郵送もしくは認定調査員による聞き取りによる実施 

調査項目 

調査項目は国から基本的なものがしめされている 

➡「資料４－５」…Ａ票：ご本人向け １４問 

Ｂ票：主な介護者むけ ５問 

※上記以外にも市町村で独自に項目を追加することは可能 

➡第８期計画策定時に実施したニーズ調査での島本町独自項目は

「資料４－６」参照 

 

   

⇒ 第９期計画での調査実施について（予定） 

  ●実施時期 

…第８期計画と同様の時期。 
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 ●実施方法 

     …「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調査」ともに郵送で実施。 

●アンケート調査の調査項目 

…国から示されている基本的な項目（オプション項目含む）に、町の独自項目を追加。 

※アンケート調査票作成の流れ（予定） 

①事務局でアンケート素案を作成（～１２月上旬頃） 

      ↓ 

 ②介護保険事業運営委員会委員に素案を送付し、意見聴取（１２月中旬頃） 

      ↓ 

 ③②での意見等を踏まえ、アンケート調査票の完成版の作成（～１月中旬頃） 
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